様式４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
企画提案書
南相馬市長　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
電話番号
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　㊞
下記業務に対する企画提案書①及び②について、別添のとおり提出します。
記
１　業務名　南相馬市中学生海外研修事業業務委託
２　連　絡　先

	担当者所属
	

	氏　　　名
	

	電話番号
	

	ファックス番号
	

	Ｅ－ｍａｉｌ
	


　
南相馬市中学生海外研修事業業務委託　企画提案書①【オーストラリア研修】
１　業務実績
　　　下記内容について、明確に記載すること。
（１）国、地方公共団体又は学校法人からのオーストラリア国内での留学・研修の受注実績件数（平成２９年４月１日から令和７年１１月３０日までの期間中、現地滞在期間３日以上２週間以内のもの）
（２）取扱営業所内の総合旅行業務取扱管理者の人数及び比率（令和７年１２月　２３日現在）
（３）担当者の旅行業界勤続年数（令和７年１２月２３日現在）
（４）旅行業協会加入の有無及び加入している旅行業協会名（令和７年１２月２３日現在）
	（１）受注実績件数
ⅰ　取扱営業所における実績件数
ⅱ　本社及び支社における実績件数（ｉを含む）
（２）取扱営業所内の総合旅行業務取扱管理者の人数及び比率
（３）担当者の旅行業界勤続年数
（４）旅行業協会加入の有無及び加入している旅行業協会名



２　受注業務に関する基本的な考え方
　　　中学生を対象に海外研修を実施するにあたり、受注する上で基本的な考え方や理念、方針について具体的に述べること。（海外研修の意義・目的について）
	


　
３　事前説明会支援
　　　海外研修の事前に実施（令和８年４月から７月の間に３回を予定）する保護者と参加者への説明会の内容について具体的に述べること。参加者募集説明会では、研修応募を検討している研修候補者及び保護者へ事業概要・行程及び海外渡航に必要な準備等の概要を説明すること。事前説明会では、海外渡航に必要な準備品、基礎知識、そして行程の説明をすること。
	（１）参加者募集説明会
（２）事前説明会（１回目）
（３）事前説明会（２回目）



４　事前研修会支援
　　　海外研修前に実施する事前研修（令和８年６月から７月までの間に３回を予定）の支援について具体的に述べること。事前研修では、現地の気候・風土、生活習慣、ルールや学校訪問等の際の注意点、研修で学ぶべきこと等を説明すること。
	（１）事前研修会（１回目）
（２）事前研修会（２回目）
（３）事前研修会（３回目）



５　海外研修関係支援
　　　海外研修において実施する研修内容の以下の５項目について、実施方法や新たな着想、特色について分かりやすく具体的に述べること。
（１）全体行程（添乗業務・移動手段等含む）について
（２）ホームステイ先について　
（３）異国文化体験プログラム（現地学校又は学生の異文化交流、体験活動等及び、
訪問国の理解醸成としての主要な歴史文化等に触れる体験活動）について
（４）その他（独自提案がある場合、記載してください。）
（５）海外派遣研修が中止となった際の、代替の国内宿泊研修について
	（１）全体行程について
（２）ホームステイ先について
（３）異国文化体験プログラム（現地学校又は学生の異文化交流、体験活動等及
び、訪問国の理解醸成としての主要な歴史文化等に触れる体験活動）について
（４）その他
（５）海外派遣（本研修）が中止となった際の、代替の国内宿泊研修について



６　安全管理体制
　　（１）受注体制
　　　本事業を実施するにあたり、国内・現地でのサポート体制（委託事業者・添乗員・現地コーディネーター）について的確かつ具体的に述べること。
（２）連絡体制
　　　事故や災害、体調不良等など緊急時の連絡体制や対応について的確かつ具体的に述べること。日本と現地との連絡体制について具体的に述べること。
　（３）海外旅行保険の提案について
　　　企画提案（研修内容等）に照らし、研修中の不測の事態に際し、安全管理体制などの観点から企画提案者がそれらを補填するに適当と判断する海外旅行傷害保険（任意加入）について例を挙げ、その補償内容等（料金含む）と併せて提案すること。また、推奨する海外旅行保険については、研修の実施に支障が生じる感染症等に罹患した場合を含め、病気にかかった場合にカバーされる特約、補償内容の充実について留意すること。
　　　※なお、安全管理体制の記載にあたっては、研修の実施に支障が生じる感染症等に罹患した場合を含め、病気にかかった場合の対応（日本国及び渡航先の国・地域の出入国制限の現状と合わせ、医療機関、滞在先、帰国が延期された場合の帰国までの対応等）についても具体的に述べること。
	（１）受注体制
（２）連絡体制
（３）海外旅行保険の提案について



７　事後研修会支援
　　　海外研修後に実施する事後研修（令和８年８月から９月までの間に２回を予定）の支援について具体的に述べること。事後研修では、事前研修で説明した学ぶべきことを反映した発表資料作成方法、発表時の注意点等を説明すること。
	（１）事後研修会（１回目）
（２）事後研修会（２回目）



８　報告会支援
海外研修後に実施する報告会（令和８年９月）の支援について具体的に述べること。報告会では、事後研修会で作成した資料をプロジェクター等で投影して、市民や市内学校関係者の前で発表する形式とすること。
	


南相馬市中学生海外研修事業業務委託　企画提案書②【シンガポール研修】
１　業務実績
　　　下記内容について、明確に記載すること。
（１）国、地方公共団体又は学校法人からのシンガポール国内での留学・研修の受注実績件数（平成２９年４月１日から令和７年１１月３０日までの期間中、現地滞在期間３日以上２週間以内のもの）
（２）取扱営業所内の総合旅行業務取扱管理者の人数及び比率（令和７年１２月　２３日現在）
（３）担当者の旅行業界勤続年数（令和７年１２月２３日現在）
（４）旅行業協会加入の有無及び加入している旅行業協会名（令和７年１２月２３日現在）
	（１）受注実績件数
ⅰ　取扱営業所における実績件数
ⅱ　本社及び支社における実績件数（①を含む）
（２）取扱営業所内の総合旅行業務取扱管理者の人数及び比率
（３）担当者の旅行業界勤続年数
（４）旅行業協会加入の有無及び加入している旅行業協会名



２　受注業務に関する基本的な考え方
　　　中学生を対象に海外研修を実施するにあたり、受注する上で基本的な考え方や理念、方針について具体的に述べること。（海外研修の意義・目的について）
	


　
３　事前説明会支援
　　　海外研修の事前に実施（令和８年９月から令和９年３月の間に３回を予定）する保護者と参加者への説明会の内容について具体的に述べること。参加者募集説明会では、研修応募を検討している研修候補者及び保護者へ事業概要・行程及び海外渡航に必要な準備等の概要を説明すること。事前説明会では、海外渡航に必要な準備品、基礎知識、そして行程の説明をすること。
	（１）参加者募集説明会
（２）事前説明会（１回目）
（３）事前説明会（２回目）



４　事前研修会支援
　　　海外研修前に実施する事前研修（令和９年１月から３月までの間に３回を予定）の支援について具体的に述べること。事前研修では、現地の気候・風土、生活習慣、ルールや企業訪問等の際の注意点、研修で学ぶべきこと等を説明すること。
	（１）事前研修会（１回目）
（２）事前研修会（２回目）
（３）事前研修会（３回目）



５　海外研修関係支援
　　　海外研修において実施する研修内容の以下の５項目について、実施方法や新たな着想、特色について分かりやすく具体的に述べること。
（１）全体行程（添乗業務・移動手段等含む）について
（２）企業訪問先について　
（３）異国文化体験プログラム（現地学校又は学生の異文化交流、体験活動等及び、
訪問国の理解醸成としての主要な歴史文化等に触れる体験活動）について
（４）その他（独自提案がある場合、記載してください。）
（５）海外派遣研修が中止となった際の、代替の国内宿泊研修について
	（１）全体行程について
（２）企業訪問先について
（３）異国文化体験プログラム（現地学校又は学生の異文化交流、体験活動等及び、訪問国の理解醸成としての主要な歴史文化等に触れる体験活動）について
（４）その他
（５）海外派遣（本研修）が中止となった際の、代替の国内宿泊研修について



６　安全管理体制
　　（１）受注体制
　　　本事業を実施するにあたり、国内・現地でのサポート体制（委託事業者・添乗員・現地コーディネーター）について的確かつ具体的に述べること。
（２）連絡体制
　　　事故や災害、体調不良等など緊急時の連絡体制や対応について的確かつ具体的に述べること。日本と現地との連絡体制について具体的に述べること。
　（３）海外旅行保険の提案について
　　　企画提案（研修内容等）に照らし、研修中の不測の事態に際し、安全管理体制などの観点から企画提案者がそれらを補填するに適当と判断する海外旅行傷害保険（任意加入）について例を挙げ、その補償内容等（料金含む）と併せて提案すること。また、推奨する海外旅行保険については、研修の実施に支障が生じる感染症等に罹患した場合を含め、病気にかかった場合にカバーされる特約、補償内容の充実について留意すること。
　　　※なお、安全管理体制の記載にあたっては、研修の実施に支障が生じる感染症等に罹患した場合を含め、病気にかかった場合の対応（日本国及び渡航先の国・地域の出入国制限の現状と合わせ、医療機関、滞在先、帰国が延期された場合の帰国までの対応等）についても具体的に述べること。
	（１）受注体制
（２）連絡体制
（３）海外旅行保険の提案について




７　事後研修会支援
　　　海外研修後に実施する事後研修（令和９年４月に２回を予定）の支援について具体的に述べること。事後研修では、事前研修で説明した学ぶべきことを反映した発表資料作成方法、発表時の注意点等を説明すること。
	（１）事後研修会（１回目）
（２）事後研修会（２回目）




８　報告会支援
海外研修後に実施する報告会（令和９年４月に予定）の支援について具体的に述べること。報告会では、事後研修会で作成した資料をプロジェクター等で投影して、市民や市内学校関係者の前で発表する形式とすること。
	


